
重点事業群の推進方法について

資料２－３
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＜ねらい＞

市民の子ども条例、子どもの権利保障の理解促進

＜ポイント＞

・こども園、小中学校での理解促進

・市民向けの啓発活動の推進（特に関係団体）

＜令和２年度の取組＞

・子どもの権利学習プログラムの実施

・子どもの権利相談室愛称の決定（こことよ）→動画でPR

・親ノートの配布、親育ち交流カフェの実施

・市民向け啓発、中学校での権利啓発事業については新型コロナウイルス感染症の影響に

より実施方法を検討中

＜事業例＞

No.2 子どもに関わる団体や大人への子どもの権利啓発研修

＜関係課＞

次世代育成課、保育課

１ 子どもの権利啓発の推進

２



２ 子どもの孤困・きゅうさいプログラム

＜ねらい＞
子ども条例に規定される「子どもの権利の保障」の視点から、

経済的困窮にとどまらない幅広い視点で、子どもの孤独（孤立）や困難の解消に向けて

取り組む（子ども条例を制定した都市として独自の概念で推進を図る）

＜ポイント＞

・生活困窮世帯の子どもへの支援
・いじめの早期発見、早期対応体制の強化
・多子世帯の経済的負担軽減、相談支援

＜令和２年度の取組＞
・子ども食堂支援事業にてフードパンドリーの活用を開始

・小学5年生以上のいる生活保護受給世帯への就学支援実施
・市雇用スクールカウンセラー：4人→50人に増加
・こども園等の保育料の見直し（多子軽減の対象拡大、

基本保育料の軽減） ※実施は令和３年４月から
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＜事業例＞
・No.４ 子どもの権利啓発事業
・No.47 ひとり親家庭の親の資格取得等支援

・No.64 就学支援事業
・No.70 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの派遣事業
・No.71 「とよた急病・子育てコール24」事業

・No.78 保育料の軽減
・No.168 子ども食堂支援事業

＜関係課＞
市民相談課、次世代育成課、子ども家庭課、保育課、地域包括ケア企画課、

福祉総合相談課、生活福祉課、福祉医療課、地域保健課、定住促進課、
教育政策課、学校教育課、青少年相談センター

２ 子どもの孤困・きゅうさいプログラム
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＜ねらい＞

・子育てをする市民の利便性向上（申請手続きのリモート化）

・保育士が保育に専念できる環境整備

＜ポイント＞

・非接触型サービスの導入促進

・事務効率向上につながるシステム導入促進

＜令和２年度の取組＞

・こども園での登降園管理事務等へのシステム導入

・放課後児童クラブ参加申込及びこども園当初入園申請の電子化

・放課後児童クラブの緊急メールの導入

＜事業例＞

・No.99 保育士の確保と働きやすい環境の整備

・No.121 情報通信技術の活用や簡素化による放課後児童クラブ事務の軽減

＜関係課＞

次世代育成課、保育課

３ 情報通信技術を活用した子育て支援サービスの充実
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＜ねらい＞
児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応

＜ポイント＞
・関係機関との連携強化
・支援体制の強化

＜令和２年度の取組＞
・子ども家庭課から児童相談所へ職員を派遣

・スーパーバイザーの導入

＜事業例＞

・No.8 子ども家庭総合支援拠点（家庭児童相談室）における
児童虐待への早期対応及び子育て相談・支援

・No.11 DV相談に関する情報提供

＜関係課＞
とよた男女共同参画センター、子ども家庭課、地域保健課

４ 虐待防止及び対応策の強化
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＜ねらい＞
こども園、放課後児童クラブの待機児童の解消

＜ポイント＞
・保育士の確保、保育士の働き方改革
・施設整備の推進

＜令和２年度の取組＞
・私立こども園の分園整備による0～2歳児の定員拡大

・こども園にて使用済みおむつの回収
・放課後児童クラブのプレハブ活動室整備（童子山小、前山小、美山小）

＜事業例＞
No.99 保育士の確保と働きやすい環境の整備

＜関係課＞
次世代育成課、保育課

５ 待機児童対策
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＜ねらい＞

・青少年活動の促進

・自立に困難を抱える若者の支援

＜ポイント＞

・青少年関係団体の支援

・若者サポートステーションの充実

・関係機関と連携した若者の自立支援

＜令和２年度の取組＞

・青少年団体のミーティングにWEB会議を導入

・親の居場所、学習会の開催

＜事業例＞

・No.135 高校生・大学生の社会参加促進事業

・No.142 若者サポートステーションの運営と支援

＜関係課＞

次世代育成課

６ 義務教育後の社会参加活動の促進
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＜ねらい＞
・出生数の維持・増加
・子育て世帯にやさしいまちづくりの推進

＜ポイント＞
・施策の対象を幅広く捉えた取組の推進
・子育ての不安のシェア、不安の解消、楽しさの共有

＜令和２年度の取組＞
・妊婦、保護者との対話による子育て支援プランの作成
・働き方改革推進のための事業所訪問にWEB会議を導入

＜事業例＞
・No.18 子育て世帯包括支援センターによる利用者支援事業
・No.147 働き方改革推進のための事業所訪問

＜関係課＞
とよた男女共同参画センター、次世代育成課、子ども家庭課、保育課、

産業労働課、定住促進課

７ 少子化への対応
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